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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
五
十
九
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約

に
係
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
を
次
の
と
お
り
行

い
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

輸
入
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ

き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の

公
表
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
七
十
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す

る
。一

別
表
に
掲
げ
る
国
を
除
く
国
又
は
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
第
三
条
１

に
規
定
す
る
水
銀

(a)

二

全
地
域
を
船
積
地
域
と
す
る
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
及
び
こ
れ
を
部
品
と
し
て
使
用
す
る
製
品

別
表
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ジ
ブ
チ
、
ガ
ボ
ン
、
ギ
ニ
ア
、
ガ
イ
ア
ナ
、
レ
ソ
ト
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
モ
ナ
コ
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
ア
ラ

ブ
首
長
国
連
邦
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ


